
相手方指定理由

備　　 考

株式会社　京葉興業

別紙に記載のとおり。

契 約 相 手 方
　　　　　　　　　（法人番号：4011701002635）

平成29年3月17日

平成28年7月5日

単価　　　￥３２.４－（1㎏あたり）
推定総額　￥２,９１６,０００

 No.5200419産業廃棄物（汚泥）処理委託

随意契約（相手方指定）調書

件　　　名

工（納）期

契約締結日

契 約 金 額



経理課契約係 H28.6.24

名 称 ：

所在地：

代表者：

物品契約・随意契約（相手方指定）

契約審査委員会資料

業者選定理由書

件　　名

選 定 業 者
（案）

株式会社　京葉興業

代表取締役　鈴木　宏和

東京都江戸川区篠崎町１－２－６

特 命 理 由

そ の 他
特記事項

産業廃棄物（汚泥）処理委託

　本件は、区道・公園・児童遊園等の排水施設清掃作業に伴い発生する、汚

泥の処理を委託するものである。

　主管課からは、契約締結請求にあたって、部の機種・業者選定委員会の了

承を得て、上記業者を相手方に指定したい旨の依頼があった。

　経理課において検討した結果、

　①　産業廃棄物（汚泥）処分業の都知事許可を受けている業者のうち、都

　　内に中間処理施設を持ち、かつ、砂・落葉等の固形物や水分を含む汚泥

　　の処理が可能な業者を主管課において確認したところ、履行可能と回

　　答したのが上記業者のみであった。

　②　上記業者は、江東区に自社の汚泥中間処理施設を持っているため、荒

　　川区内で排出された汚泥を運搬する上で利便性・効率性に優れている。

　③　上記業者は、これまでに荒川区の汚泥処分を受託しており、その履行

　　状況は良好である。

　以上のことから、上記業者を契約相手方とした随意契約を締結する。

・地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（性質又は目的が競争入札に適
さないもの）
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